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新たな投資促進制度（川崎臨海部研究開発機能強化補助金制度案）に関
するパブリックコメントの実施結果について 

 
 
１ 概 要 

川崎臨海部の持続的発展に寄与する新産業の創出を促進し、本市のみならず我が国の経済や

社会の発展をけん引する新たな戦略拠点の形成を目指すため、企業立地を支援する「新たな投

資促進制度（川崎臨海部研究開発機能強化補助金制度案）」をとりまとめ、市民の皆様からの

御意見を募集しました。 

その結果、１０通２６件の御意見をいただきましたので、その内容とそれに対する本市の考

え方を次のとおり公表します。 

 

 

２ 意見募集の概要 

題 名 新たな投資促進制度（川崎臨海部研究開発機能強化補助金制度案）につい

て意見募集を行います 

意見の募集期間 令和４年１２月１日（木）から令和５年１月４日（水）まで 

意見の提出方法 電子メール（フォーム）、ＦＡＸ、郵送、持参 

募集の周知方法 ・川崎市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー 

・各市民館、各図書館（本館・分館） 

・市政だより（１２月１日号） 

・臨海部国際戦略本部事業推進部（市役所第３庁舎１０階） 

結果の公表方法 ・川崎市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー 

・各市民館、各図書館（本館・分館） 

・臨海部国際戦略本部事業推進部（市役所第３庁舎１０階） 

 

 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） １０通（２６件） 

内訳 インターネット・電子メール １０通（２６件） 

ＦＡＸ  ０通（ ０件） 

郵送 ０通（ ０件） 

持参 ０通（ ０件） 
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４ 意見の内容と対応 

今回のパブリックコメント手続で寄せられた御意見は、制度の考え方や趣旨に賛同する御意

見や、制度の要件、運用に関する要望であったことから、当初案のとおり新たな投資促進制度

（川崎臨海部研究開発機能強化補助金制度）を策定します。 

【意見に対する対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、案に反映したもの 

Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ：その他 

【意見の件数と対応区分】                            [件] 

       項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）新たな制度全般に関すること ０ ８ ０ ０ ０ ８ 

（２）制度要件に関すること ０ ０ ０ １４ ０ １４ 

（３）その他 ０ ０ ０ ０ ４ ４ 

合 計 ０ ８ ０ １４ ４ ２６ 
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５ 具体的な意見の内容と市の考え方 

 
（１）新たな制度全般に関すること（８件） 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１ 

今回提案されている「新たな投資促進

制度(川崎臨海部研究開発機能強化補

助金制度(案)」につきましては、総合

計画の基本計画を具体的に推進する促

進施策であると高く評価をしていま

す。 

 

産業構造の変化による土地利用転換や

2050年のカーボンニュートラル化など、

川崎臨海部が大きな転換期を迎えている

中、今後も川崎市のエンジンとして持続

的な発展を続けるためには、臨海部全体

の機能転換をけん引する研究開発機能を

中心とした戦略拠点形成を促進する取組

が不可欠であることから、本制度の構築

により臨海部全体の産業競争力の強化を

図ってまいります。 

また、本制度については令和４年度中に

策定し、令和５年度からの運用を目指し

て取組を進めてまいります。 Ｂ 
２ 

川崎臨海部全体の産業力の向上に直結

する取組であり、賃貸研究施設の建設

や研究機関の誘致を行う上で、このよ

うなインセンティブ制度は大変有難

い。 

力のある研究所を川崎に誘致する強力

な取組である。エリア全体の価値向上

につながるため、現在、立地している

企業にとっても有意義な取組である。 

ぜひ、強力に進めていただきたいと思

います。 

 

３ 

予測以上の早いスピードでの事業所再

編や縮小、再投資が進む可能性が想定

される中で制度案のスケジュールどお

りの実施を是非とも期待しておりま

す。 

 

４ 

単なる企業誘致にとどまらずに、キン

グスカイフロントや新川崎の新産業拠

点、溝口のサイエンスパークとつなが

った新産業創出のクラスタ―形成を目

指した拠点機能の誘致を進めていただ

きたいと期待しております。 

 

本制度は、戦略的な立地誘導により川崎

臨海部の持続的な発展に寄与する新産業

の創出を促進し、研究開発機能を中心と

した高度な産業集積による拠点形成を目

指すものです。 

拠点形成にあたっては、オープンイノベ

ーションの仕掛けとなるような共用施設

やレンタルラボの設置についても補助対

象とすることなどにより、本市の土地利

用誘導に沿ったクラスター形成を支援し

てまいります。 

Ｂ 

５ 

キングスカイフロントが今後、さらに

発展していくためには、キングスカイ

フロントのみならず、周辺地域にも研

究機能が集積していくことが重要であ

るため、研究所の新設にあたっての補

助は有効だと考える。 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

６ 

ベンチャー企業などが入居するために

は50㎡から200㎡サイズのラボの整備

が必要となるが、黒字運営するのが難

しいなか、イニシャルコストを抑える

ことができる賃貸研究所への補助は、

有効であると考える。 

 

コアとなる大企業や高い技術力を有する

中小・スタートアップ企業など、様々な企

業が立地することで他社との協働や産学

連携による相乗効果が期待できるため、

多様なプレイヤーが集積する賃貸研究所

（賃貸Ｒ＆Ｄ施設）の新設も対象として

います。 

Ｂ 

７ 

成長したスタートアップが移転、拡張

するスペースとなるウェットラボがキ

ングスカイフロント周辺において圧倒

的に不足している。今後、キングスカ

イフロント周辺地域も含めて、ウェッ

トラボを新設してもらうためには、当

該補助制度の創設は有効であると考え

る。 

 

８ 

入居者が増えなくては黒字経営するこ

とも難しいので、入居企業のリーシン

グに当たって法人市民税の減額も一定

の効果が考えられるので、有効である

と思う。 

 

川崎臨海部における研究開発拠点の形成

に寄与する企業を誘致するため、賃貸Ｒ

＆Ｄ施設を新設する事業者とテナント入

居者まで両面での支援を行ってまいりま

す。 

Ｂ 

 

（２）制度要件に関すること（１４件） 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

９ 

カーボンニュートラルだけでなく、生

産効率化のために行うＤＸ投資や廃プ

ラスチックリサイクル等の環境投資等

も補助に含めて欲しい。 

（同趣旨の意見 計２件） 

川崎臨海部の中で、戦略的に土地利用を

推進する地域において、研究開発拠点形

成に資すると判断された場合には、ＤＸ

投資や環境投資につきましても本制度の

補助の対象といたします。 

 

Ｄ 

10 

施設を新設した後、すぐに転売するこ

とにより、補助金相当額の利益を得る

ということができてしまうと思うの

で、対策を取る必要がある。 

補助金の交付決定後、毎年度の事業の状

況報告を義務付けるとともに、１０年間

の事業継続義務期間を定め、事業計画書

に基づいた事業を行うことなどを要件と

してまいります。 

 

Ｄ 

11 

補助金を申請した事業者は要件を満た

していれば全て交付対象となるのか。

どのように交付対象の事業者を決定す

るのか。 

土地利用計画等に基づき、対象エリアへ

施設を新設する事業者が、制度の要件を

満たし、川崎臨海部の研究開発拠点形成

に資すると判断された場合に、対象事業

として認定します。 

認定にあたっては、本制度の要綱に基づ

き、学識や財務等の専門家の意見を参考

にし、認定審査会において認定の可否を

判断します。 

 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

12 

自社活用型及び賃貸Ｒ＆Ｄ型の補助対

象として償却資産をあげられている

が、リース資産も対象となるのか。 

新たに進出する事業者にとって負担の大

きな時期に、事業所（研究所・工場・事務

所等）または賃貸研究所（賃貸Ｒ＆Ｄ施

設）の新設におけるイニシャルコストの

負担を軽減し、安定的な操業を促す観点

から、補助の対象となる償却資産に係る

リース資産も含めてまいります。 

 

Ｄ 

13 

企業立地等の支援として、神奈川県も

支援事業を制度化しているが、川崎市

で新たな支援制度を策定する必要性は

あるのか。また、神奈川県の支援制度

と川崎市の支援制度を併用することは

可能なのか。 

神奈川県では、企業誘致策「セレクト神奈

川NEXT」を策定しており、本市の制度との

併用も可能となります。神奈川県と協調

して支援することにより、川崎臨海部に

おける研究開発拠点の形成を促進し、地

域全体の産業競争力の強化を図ってまい

ります。 

 

Ｄ 

14 

対象地域の中に「土地利用計画を策定

していることなど」とありますが、エ

リア図全体が本補助金の対象というこ

となのか。 

川崎臨海部の中で土地利用計画等を策定

している地域に加えて、本市産業・港湾施

策等との整合を図りながら戦略的に土地

利用を推進する地域に立地する事業者を

補助の対象者といたします。 

 

Ｄ 

15 

土地利用計画を作成していることなど

とあるが、「など」は何を想定してい

るのか。 

研究開発拠点の形成を目的に土地所有者

と協定を締結するものや整備計画が策定

されていることが要件となります。 

 

Ｄ 

16 

他都市のように企業立地支援制度では

対象事業が限定されているが、今回の

制度では事業内容を限定しないのか。 

川崎臨海部にはそれぞれ土地（エリア）の

特色があり、エリア特性に応じた企業を

誘致していく必要があるため、事業内容

は限定せず、土地利用計画等に基づき立

地する企業に対し、補助金を交付いたし

ます。 

 

Ｄ 

17 

純粋な研究での新規立地だけでなく、

既存研究の投資や企業が他市から研究

機能を集約、移転する場合も補助対象

としていただきたい。 

川崎臨海部の持続的な発展に向けて研究

開発拠点の形成を目的に、川崎臨海部の

中で戦略的に土地利用を推進する地域

（土地利用計画を策定していることな

ど）に立地する場合であれば、既存研究の

投資や他都市からの移転集約も補助対象

となります。 

 

Ｄ 

18 

補助率及び補助対象限度額の中に補助

率が記載されていますが研究所や事務

所用地も補助金の対象としてもらいた

い。 

新たに進出する事業者にとって負担の大

きな時期に、事業所（研究所・工場・事務

所等）または賃貸Ｒ＆Ｄ施設の新設にお

けるイニシャルコストの負担を軽減し、

安定的な操業を促す観点から、用地の取

得に要する経費も補助の対象としており

ます。 

 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

19 

対象事業者の一つに賃貸Ｒ＆Ｄ型があ

るが、対象地域内の各賃貸Ｒ＆Ｄ施設

において研究用の共用機器等の設置は

必要なのか。入居する事業者が必要な

機器を確保すれば良いのではないか。 

 

企業が立地する際の選択において、共用

機器の充実度や、やりたい研究・実験がで

きるかが施設選びの重要な要素であると

考えており、そのため立地企業が利用す

る共用機器の設置等を要件としていま

す。 

本制度は、研究開発拠点の形成に向けて

必要な機能が立地する際に一定額の支援

を行うものであり、拠点形成の視点から

エリア内で共用機器等が共有できるよう

であれば、必ずしも個々の施設に対して

設置を求めるものではありません。 

 

Ｄ 

20 

研究施設を開発する際にはスケルトン

での物件に対して、賃借者が内装工事

や設備工事を行うことが多くありま

す。（研究用機器の設置や機器設置の

ための付帯工事等） 

そのような場合には賃貸の対象となる

居室の建築費のみならず内装工事や設

備費も補助金の対象にしてもらいた

い。 

 

本制度は、新規の立地を支援するもので

あることから、建物の新設又は取得する

ことが要件となるため、賃貸の対象とな

る居室の建築費や内装工事又は設備費は

本制度の補助対象とはなりません。 

 
Ｄ 

21 

テナント事業者への補助期間は５年間

分と認識しているが、賃貸研究所が新

設されてから恒久的に適用されるの

か。 

テナント事業者型は入居後５年間が支援

の対象となります。また、テナント事業者

への支援期間については、恒久的なもの

ではなく、賃貸研究所（賃貸Ｒ＆Ｄ施設）

が操業を開始した翌年度から５年以内に

入居する事業者を対象といたします。 

 

Ｄ 

 

 

（３）その他（４件） 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

22 

敷地面積に対し既存生産設備が最大限

に配置される工場では、既存設備を操

業しつつ、スクラップ＆ビルドを行う

敷地がなく苦慮しています。 

臨海部でスクラップアンドビルドを行

う場合に新設する必要がある緑地面積

を、市街地が開発行為を行う場合に、

3％で許可し、不足の3％を臨海部がス

クラップ＆ビルドで新設する緑地に費

用で充当（補助する）することで、市

街地の最有効活用を図るなど、規制へ

の柔軟な対応を提案する。 

 

 

御意見をいただきました点につきまして

は、臨海部ビジョンの「資産活用・投資促

進プロジェクト」における産業競争力強

化に向けた取組や経済労働局とも連携し

ながら規制への柔軟な対応に向けた取組

を進めてまいります。 

 
Ｅ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

23 

研究開発機能の誘致・研究開発拠点化

を促進するためには、この地区への交

通アクセス向上が不可欠です。新たな

投資制度の創設とともに、川崎駅との

公共交通機能強化、キングスカイフロ

ントや臨海部全体との交通ネットワー

ク強化に引き続き取り組んでいただく

ことも併せて要望させていただきま

す。 

 

通勤環境を含む、臨海部の交通アクセス

向上につきましては、臨海部ビジョンの

取組として交通機能強化プロジェクトを

推進しており、臨海部の交通アクセス強

化に向けて取組を進めてまいります。 

Ｅ 

24 

地域全体の活性化も大事なのはわかり

ますが、今操業している企業の支援や

今後の交通利便性にも取り組んでもら

いたい。特に、バス便の渋滞が酷く、

人材確保のネックになっています。 

 

25 

2021年に新設した川崎臨海部産業競争

力強化促進補助金制度及び川崎臨海部

土地整序化奨励金制度では、既存基幹

産業の競争力強化につなげる効果をあ

げるなど臨海部の持続的な発展に向け

て大きな前進をしているものと評価を

しています。 

 

川崎臨海部が我が国をけん引するコンビ

ナートを中心とした産業エリアとして、

これからの時代に適応し、持続的な発展

を遂げるためには、既存事業所の高度化・

高機能化を図る取組と臨海部全体の機能

転換をけん引する研究開発機能を中心と

した戦略拠点形成を促進する取組が不可

欠であることから、本制度との両輪で川

崎臨海部産業競争力強化促進補助金制度

及び川崎臨海部土地整序化奨励金制度を

適切に運用してまいります。 

 

Ｅ 
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新たな投資促進制度（川崎臨海部研究開発機能強化補助金制度案）の策定について
1．現状

2．課題

■川崎臨海部は市民生活や産業活動にとって非常に重要なエリア
○特徴
・事業所 約2,700か所･従業者数 約71,000人（うち製造業500か所･25,000人）
・製造品出荷額等（川崎区） 約3兆円（市内の76％）

・臨海部に立地する法人からの税収 約390億円（法人が納める法人市民税・固定資
産税・事業所税・都市計画税の約4割 市税収入全体の約1割）

市内シェア

■産業構造の変化による土地利用転換
・これまで川崎臨海部を支えてきた基幹産業の国内需要の減少やそれに伴う業界再編、既存工場群の設備老朽化等、立地企業を取り巻く環境は大きな変化の波に晒されている。
・遊休地・低未利用地は平成11年度から平成19年度にかけて急激に減少したが、石油・化学や鉄鋼分野における生産設備の集約化が進み、ここ10年では徐々に増加している。

川崎臨海部は、石油・化学・鉄鋼といった素材産業を中心に日本有数のコンビナートを形成しており、本市の製造品出荷額の7割を占める一大産業拠点である。加えて、生産設備へ巨額の
投資が行われ、全市の償却資産の約半数を占めるなど、本市経済を支えるエンジンともいうべき極めて重要な地区である。

■川崎臨海部の現況
・研究開発機能と製造機能を併せ持つ製造業の事業所が数多く立地
・キングスカイフロントにおいてはライフサイエンス関連を中心とした集積によるまちづくりが概成
・南渡田地区においては臨海部全体の機能転換をけん引する新産業創出拠点の形成を推進

■川崎臨海部のポテンシャル
○特徴
・首都圏に立地（羽田空港、東京・横浜への近接性）し、令和4年3月には川崎臨海
部と羽田空港を結ぶ多摩川スカイブリッジが開通するなど、高い立地優位性を有する。
・首都圏直下に位置しながらも、工業地域・工業専用地域が広がり、各企業の拠点的
な工場機能が集積している。
・ケミカルやライフサイエンスなどの研究開発機関が多く立地していることや既にマザー工場
化が図られている事業所もあり、新たなイノベーション創出による、産業競争力の強化や
本市の活力向上につながる基盤がある。

■2050年のカーボンニュートラル化
・川崎臨海部はエネルギーや素材・原料の製造プロセスで多くのCO2を排出している。
・既存のコンビナート設備を活用しながら新しい技術を導入していくことで、カーボンニュートラル社会にふさわしいエネルギー拠点及び素材・原料の製造拠点への転換が求められている。
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３.川崎臨海部の「産業競争力の強化」に向けた総合的な施策展開

新たな投資促進制度（川崎臨海部研究開発機能強化補助金制度案）の策定について

産業競争力強化

趣旨 法令の趣旨に沿った運用を前
提に、円滑な設備投資が図られるよう
柔軟な運用を図る。

取組 敷地外緑地制度の構築
工場敷地の有効活用と周辺市街地の
環境向上を両立させる制度を構築

趣旨 今後も川崎臨海部がものづくり
の拠点として選ばれ続けるため、既存産
業の高度化と産業集積による拠点形成
を両輪で支援する仕組みを構築する。
取組 新たな投資促進制度の策定
研究開発機能を中心とした拠点形成を
支援する補助制度を構築

趣旨 企業の投資計画が円滑に進むよ
う、協議や調整を要する事項の総合的な
相談窓口機能を構築する。

取組 川崎臨海部相談窓口の設置
庁内関係部署と連携し、総合的な相談
窓口を臨海部国際戦略本部に設置

趣旨 円滑な技能継承や採用活動が
図られるよう、企業の枠を超えた人材育
成の仕組みを構築する。

取組 共通講座の実施
外部機関による共通講座の本格実施や
次世代の人材育成の仕組みを構築

趣旨 働き方改革や女性の活躍推進
を踏まえた就業環境改善の取組を推
進する。

取組 交通レスト機能や保育機能の
整備
利用者ニーズに合致した就業者の憩い
機能の創出や保育機能を整備

規制等の柔軟な対応 財政的な支援 総合的な相談体制 臨海部全体の人材育成 就業環境の改善

『投資促進』と『人材確保』の２つの視点から「規制緩和」「財政支援」「総合的な相談体制」「人材育成」「就業環境の改善」の５つの柱を立て、これらを総合的に推進することで川崎臨海
部の産業競争力の強化を実現する。

投資促進 人材確保臨海部企業の産業競争力を強化する２つの視点

方向性①
既存産業の高度化

コンビナートを形成する既存基幹産業の競争力強化を推進する補助制度
を創設し、産業の高機能化を図ることにより、世界に先駆け最先端の製品
を生み出す地域として、川崎臨海部の更なる発展を目指す。

方向性②
土地利用の整序化

方向性③
戦略的な土地利用誘導

土地利用に関する奨励金制度を創設し、臨海部における土地利用転換
に併せ、基幹産業との連携や望ましい土地利用への誘導を図ることにより、
地域全体の調和・価値向上につなげる。

企業誘致のための補助制度を創設し、戦略的な立地誘導により川崎臨
海部の持続的な発展に寄与する新産業の創出を促進し、本市のみならず
我が国の経済・社会の発展をけん引する新たな戦略拠点の形成を目指す。

・制度１:設備投資補助(川崎臨海部産業競争力強化促進補助金)
川崎臨海部に⾧年立地する企業が事業所の高度化・高機能化を目的として
設備投資を行う場合に一定額を補助
・制度２:整序化奨励金(川崎臨海部土地利用整序化奨励金)
規定する企業等へ敷地を売却した場合に奨励金を支出

・制度３:立地誘導補助（川崎臨海部研究開発機能強化補助金）
川崎臨海部における研究開発拠点の形成に資する研究所等が立地する
場合に一定額を補助

⇒自社立地から賃貸型研究所の新設、さらには賃貸施設への入居事業者
（テナント事業者）まで、新産業創出における多様な主体による拠点形成
を支援するため、幅広い投資を対象

令和３年３月策定

令和４年度以降策定

４．投資促進制度の全体像

世界的な都市・地域間競争が激化し、企業の立地戦略が国内にとどまらない中で、川崎臨海部が我が国をけん引するコンビナートを中心とした産業エリアとして、これからの時代に適応し、持続
的な発展を遂げるためには、既存事業所の高度化・高機能化を図る取組（既存産業の維持・向上）と臨海部全体の機能転換をけん引する研究開発機能を中心とした戦略拠点形成を
促進する取組（戦略的な立地誘導）が不可欠である。

５．他都市の状況（企業立地支援に関する県内自治体の制度）

神奈川県、横浜市、相模原市などにおいて、立地誘導補助や税の減免等を実施している。
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○テナント事業者型
・対象の賃貸R&D施設に入居する事業者に対して法人市民税相当額を補助

６.川崎臨海部研究開発機能強化補助金の概要

新たな投資促進制度（川崎臨海部研究開発機能強化補助金制度案）の策定について

８.スケジュール

７.効果の検証
【制度案】
①研究所等を新設し、自らが研究開発等を行う事業者【自社活用型】
②研究用の共用機器等を有する賃貸R&D施設を新設する事業者【賃貸R&D型】
③本制度を活用し新設した賃貸R&D施設に入居する事業者【テナント事業者型】

（３）補助率及び補助対象限度額等
○自社活用型及び賃貸R&D型
・研究所は規模に比して高額な設備が入ることが多く、立地後も一定の設備投資が見込ま
れることから、償却資産について安定的な税収が期待できるため、インセンティブを設ける。
・他都市制度及び直近事例を参考に多様な立地規模にも対応できる補助対象限度額とする。

（４）最低投下固定資産額及び常用雇用者数の要件
・大企業には新産業拠点形成における先導的な役割や拠点の核となることを求め、相応の規
模の施設に対して補助を行う。
・中小企業に対しては、高度な技術力の活用による新分野への進出を促すために、最低投
下固定資産額及び雇用人数の条件について大企業との差を設ける。

【制度案】
（自社活用型）
・大企業は最低投下固定資産額50億円、常用雇用者数50人以上
・中小企業は最低投下固定資産額５億円、常用雇用者数10人以上
（賃貸R&D型）
・大企業は最低投下固定資産額20億円
・中小企業は最低投下固定資産額5億円

（５）カーボンニュートラル要件
・ 「日本のカーボンニュートラル化を牽引するモデル地域の形成」に向けて、建物を新設する事
業者に対し、カーボンニュートラル社会の実現に寄与する施設であることを要件とする。

【制度案】
・従来の同種施設と比較し、温室効果ガスの排出量の削減が図られる施設

※川崎臨海部のエリア図

※川崎区内の産業道路以南の区域、多摩川リバーサイ
ド地区、都市再生緊急整備地域「羽田空港南・川崎殿
町・大師河原地域」、「浜川崎駅周辺地域」が該当（２）対象事業者

・様々な機能が多層的に立地することで拠点価値が向上し、さらに川崎臨海部の競争力強化
につながるため、研究所・工場・事務所など研究開発拠点の形成に寄与する機能の新設を対
象とする。【自社活用型】
・コアとなる大企業や高い技術力を有する中小・スタートアップ企業など、様々な企業が立地す
ることで他社との協働や産学連携による相乗効果が期待できるため、多様なプレイヤーが集積
する賃貸R&D施設の新設を対象とする。【賃貸R&D型】
・拠点形成促進のため、賃貸R&D施設へ入居する事業者を対象とする。【テナント事業者型】

【制度案】
①自社活用施設の補助率は研究所12%、工場・事務所等9%(補助対象限度額20億円)
②賃貸R&D施設の補助率は6%(補助対象限度額20億円)

同様の立地誘導制度を持つ県内他都市と比較しても
研究所に対する高いインセンティブとなるよう補助率を
設定（横浜市8~10%、相模原市10%）。補助金
支出に対する税収での回収を最低ラインとすると、11年
目にプラス転換となる。工場・事務所等についても同様
に11年目にプラス転換となる。
賃貸R&D型については、事業者の事業リスクや設備更
新を勘案し補助率を６％に設定。

【制度案】
③テナント事業者においては、入居後５年分の法人市民税（法人税割）相当額を補助
税源涵養の視点から利益計上を見込むことができる「やる気のあるテナント」を呼び込むため、
テナントへの支援として法人市民税の負担を軽減し、賃貸R&D型の整備を促進する。

(千円)

(年)

達成目標
○企業誘致件数
キングスカイフロントの誘致実績（9施設/8
年（2010~2017））を鑑み、
１施設以上/年間

○投資額
キングスカイフロントにおける投資額（平均
84億円/年（要件に該当する施設））を鑑
み、420億円以上/５年
（84億円×５年=420億円）
※補助総額420億円×12％＝50億円

制度の効果検証
一定の財政支出を伴うことから、制
度運用の期間を5年に設定した
上で、その間の効果を検証

検証内容

戦略的な土地利用の観点から投
資規模や投資内容を整理するとと
もに、税収効果や経済波及効果を
算出し、制度のあり方を見直す。

※投資額100億円の場合

【制度案】
川崎臨海部の持続的な発展に向けて研究開発拠点
の形成を目的に、川崎臨海部の中で戦略的に土地
利用を推進する地域（土地利用計画を策定している
ことなど）

（１）対象地域
・臨海部の中で研究開発拠点の形成に向けて戦略的に土地利用を進める地域を対象とする。
・対象地域は本市産業施策や港湾施策等と整合を図る。
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